
平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

七

九

号

皇
室
会
議
に
菅
内
閣
官
房
長
官
が
陪
席
し
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博

79



皇
室
会
議
に
菅
内
閣
官
房
長
官
が
陪
席
し
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
（
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
皇
室
会
議
が
平
成
二

十
九
年
十
二
月
一
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。

皇
室
会
議
は
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
し
、
成
年
に
達
し
た
皇
族
か
ら
二
名
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
議
長
及
び
副
議
長
、

最
高
裁
判
所
長
官
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
一
名
、
宮
内
庁
長
官
の
計
十
名
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
二
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
皇
室
会
議
に
は
十
名
の
議
員
以
外
に
菅
内
閣
官
房
長
官
が
陪
席
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
議
員
以
外
の
者
が
陪
席
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
席
は
議
員
の
輪
か
ら
離
れ
た
壁
際
に
な
っ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の
菅
内
閣
官
房
長
官
の
席
は
議
長
の
正
面
で
輪
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

皇
室
会
議
後
の
記
者
会
見
で
、
陪
席
し
た
菅
内
閣
官
房
長
官
の
役
割
を
尋
ね
ら
れ
た
山
本
宮
内
庁
長
官
は
、
「
特
例
法
の
担

当
大
臣
の
立
場
で
、
説
明
員
と
し
て
陪
席
し
た
。
特
例
法
の
趣
旨
な
ど
に
つ
い
て
議
員
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
時
に
責
任
を
持
っ

て
答
え
る
こ
と
が
必
要
。
そ
の
た
め
に
陪
席
し
た
と
整
理
し
て
い
る
。
」
と
答
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
、
政
府
に
見
解
を
伺
い
ま
す
。

一

菅
内
閣
官
房
長
官
の
席
が
過
去
の
陪
席
者
と
異
な
り
、
議
員
の
輪
の
中
に
あ
っ
た
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
か
。

一



二

宮
内
庁
長
官
の
記
者
会
見
で
の
発
言
に
よ
る
と
、
特
例
法
に
つ
い
て
の
説
明
員
と
し
て
陪
席
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
特
例
法
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
菅
内
閣
官
房
長
官
に
実
際
に
質
問
し
た
議
員
は
い
る
の
か
。

三

い
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
質
問
を
し
、
答
え
を
返
し
た
の
か
。

四

特
例
法
の
説
明
以
外
に
、
当
日
の
議
題
に
つ
い
て
菅
内
閣
官
房
長
官
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
の
な

ら
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


